
HP DEVELOPER & SOLUTION PARTNER PROGRAM(DSPP) 約款

_________________________（以下「HP」という）は、_______________________（以下「会員」と

いう）に対して、本契約の条件に基づき、ＨＰが開発、販売する製品及びサービスについてHP

DEVELOPER & SOLUTION PARTNER PROGRAM (以下「ＤＳPＰ」という)を提供します。

1. 前文

a. 会員は、HPが開発、販売する製品及びサービスと共に使用できるハードウェア製品、ソフト

ウェア製品及びサービスの、開発、変換、テスト、検証、デモンストレーション及び提供を検

討します。

b. HPは、DSPPおよび関連するウェブサイトを通じて提供されるコンテンツおよび開発ツールの

提供を通じた会員の支援を検討します。当該支援にはHPのソリューション・プラットホーム

に対する会員のアジアパシフィック地域（以下「地域」という）でのコンサルティング、イン

テグレーションサービス、会員の製品及びサービスの開発、変換、テスト、検証、デモンスト

レーションに必要な最小構成のHP製品購入のための特別割引が含まれます。

c. HPは、HPプラットホームにて利用可能な製品・サービスの情報を、HPの顧客やHP社内に提供

します。会員は会社、製品及びサービスに関する情報をHPに提供し、HPは独自の裁量で、こ

れらの情報をHPのウェブサイトやHPのカタログ、マーケティング資料等において公開できる

ものとします。

d. 本契約の対象となる地域の国は、オーストラリア、中国、インド、インドネシア、韓国、マレ

ーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、パキスタン、日本です。

2. 製品・サービスの開発

a. 会員は、以下について合理的な努力を行なうことに合意します:

1. 地域内で製品と共に使用される会員の製品又はサービスの開発、変換、テスト、検証、デモ

ンストレーション及び提供を行なうこと、又は、

2. 地域内でHPのソリューション又はプラットホームに対して、インテグレーションあるいは

コンサルティングサービスを提供すること。 本契約の有効期間中、会員が会員の製品又は

サービスに関し、新バージョン、リリース、アップデート、アップグレードあるいは機能

の追加（以下「バージョンアップ等」）行う場合、当該バージョンアップ等の発表と同時期

か合理的な期間内に、当該バージョンアップ等をHP製品の使用においても実施可能にする

ものとします。

b.会員の製品又はサービスに対するマーケティング活動、開発に要する費用等については、両者

の間に別途の合意がない限りは、全額会員の負担とします。

3. HP製品等

a. 本契約の条項に従い、HPは会員に対しハードウェアおよびライセンスを販売します。販売は、

HPあるいはHPの販売パートナーを通じて行われます。詳細は、DSPPウェブサイトを通じて

提供される、スケジュール、別紙、対象製品リストに従いますが、各国の独自の裁量により変

更される場合もあります。また、販売条件は販売時に合意される取引条件に準拠します。HP

による付加価値サービスなどオプションについては、会員との間で別途取り交わされる別の契

約書に従います。

b. 本契約の有効期間中、会員は、DSPPに従いHP製品を購入できるものとしますが、暦年毎に、

DSPPに規定されるHP製品の購入制限に従うものとします。HP製品のシステム構成および注

文の際の制限事項はwww.hp.com/dspp にあるDSPPウェブサイトに記載されます。

c. 販売が行われる国の法規で許される場合、再生品と明示した上で会員に再生したHP製品を販 



売する場合があります。

d. 会員は、少なくともDSPPウェブサイトに指定された期間は、第２条に記載されている目的の

為に、HP製品を使用することに合意します。 指定されている期間は対象となるHP製品によ

り変わることがあります。

e. 会員は、本契約に基き購入したHP製品を再販しないことに同意します。

f. 会員は、購入するHP製品の保証が1年に満たない場合、当該製品の出荷日を起算日とする1年間

保守契約を購入することに合意します。

g. 本契約に基きHPが会員に保証する値引は、他の値引制度との併用はできません。本契約に基

き購入されるHP製品は、他のHPとの合意に基づく製品購入額に加算されません。

4. 価格

本契約に基き購入されるHP製品の購入価格は、HPあるいはHPの販売パートナーが会員の注文書

を受領した時点での現地通貨での製品定価からDSPPウェブサイトに掲載されているDSPP割引

を差し引いた金額とします。会員は、製品又はライセンスの購入等、又は会員が選択する有償の

DSPP特典に伴う必要な費用を支払うことに同意します。支払は請求書の受領時に行なわれるも

のとし、支払条件は請求書または見積書に記載された条件によるものとします。

5. 表示と商標

a. 会員は、必要に応じて、HPハードウェアおよびHPソフトウエアに習熟することができます。

会員は、HPにより公開されている情報以外には、HPあるいはHP製品についていかなる要求

も行わないものとします。

b. 会員は、本契約の発効により、HP Business Partner 標章（以下「標章」）として知られてい

るHP商標を表示することが認められます。会員は、本契約に従って、HP製品と共に使用する

ために開発され、認定され、そして展開されている会員の製品及びサービスの、公正で正確な

マーケティングに関連してのみ標章を表示することができます。会員はHPから提供される標

章のためのアートワーク（artwork）を使用できるだけで、いかなる方法によってもこれを改

変してはなりません。標章が表示される全ての資料には、会員の会社名および/又はロゴも表

示されなければなりません。標章は、会員の社名あるいはロゴよりも、目立たない場所、大き

さで表示され、物理的にも離される必要があります。会員には、品位ある方法で、商標として

の価値を保つように、かつ、ＨＰから提供される表示のための全ての基準及びガイドラインに

従って、標章を表示することのみが認められます。会員は、HPの代理人又は支店と誤解され

るような方法での標章の表示はできません。HPが要求した場合、会員は標章の使用を中止す

るものとします。会員の標章使用を通じ得られる標章に関する一切の権利は、HP又はHPの関

係会社にのみ帰属するものとします。本契約は、会員に他のHPの商標の使用を許諾するもの

ではありません。会員は、”HP”あるいは”COMPAQ”という言葉を、自社のトレードネーム、商

号又はドメインネームに組み込まないものとします。標章を使用する全ての権利は、本契約の

終了時に、終了します。

c. HPは、HPのDSPPウェブサイトに、会員が、会員自身や、会員の認定された製品・サービス・

ディストリビュータ・顧客に関する公平で正確な情報を、直接 アップロードすることを許可

することがあります。また、HPは、会員が、会員の会社ロゴ又は製品ロゴをこのウェブサイ

トにアップロードすることを許可することがあります。

会員は、会員がDSPPウェブサイトにアップロードする商標あるいはその他資料が、本契約に

従っていること及びいかなる第三者の権利も侵害していないことを保証します。

会員は、HPが、理由のあるなしにかかわらず、ウェブサイトから会員のロゴやプロファイル 

を削除できることに同意します。

6. 有効期間および契約の終了



a. 本契約は下記に記載された日から1年間有効とします。本条に基づき本契約が解約されない限

り、会員が以下の条件を満たしていることを前提とし、本契約は1年間自動的に更新し、以後

同様とします。

1.本契約で規定する会員の義務を果たしていること、及び

2.会員の会社、連絡先、製品又はサービスの最新情報を更新していること 

b. 当事者は相手方へ30日前までに書面にて通知をすることにより、本契約の一部又は全部を解約

できるものとします。相手方が本契約の違反をした場合、当事者が違反をした相手方に書面で

通知を行い、15日以内に当該違反が改められない場合、当事者は本契約の一部又は全部を解約

できるものとします。

c. 会員の本契約違反により、HPが本契約を解約した場合、会員は直近の１２ヶ月間の期間に本

契約に基づき受けたHP製品の割引相当額を、HPに支払うものとします。

d. 本契約が解約された場合、又は会員の製品又はサービスに対し、顧客から不満足の通知があっ

た場合、HPは会員の製品又はサービスに関する情報の表示を中止することが出来ます。顧客か

ら不満足の通知は、契約解約の正当な理由とみなします。

e. 会員に付与された全ての権利及び許諾は本契約の終了又は解約と共に無効となります。

7. 本契約の変更および修正

a. HPは必要に応じ、会員への書面やDSPPウェブサイトを通じた通知後にDSPPから対象HP製品

追加及び削除、製品定価や割引率の変更、HPポリシーやプログラムの施行及び変更、DSPPの

変更又は終了、並びにHPの裁量による本契約の変更を行なえるものとします。

b.前項に定める場合を除き、本契約の変更は、両当事者の正当な権限を有する代表者による書面

の合意により行なわれるものとします。

8. 雑則

a. 会員とHPは、明示的な定めのある場合を除き、本契約上で、相互の製品について、権利、資

格、所有を付与したり、示唆するものではないことに合意します。

b. HPは、機器の利用目的が本契約に記載の条件を満たさないと判断した場合には、本契約に基づ

くHPの製品及びサービスの販売を拒否できるものとします。

c. 会員とHPは、相互に独立した契約主体であり、本契約によりHPあるいはHP製品に関連するエ

ージェンシー、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、法定代理人、その他の関係に入る

ことを意図するものではないこと、また会員がそのような主張しないことを確認します。本契

約は、当事者が相手方を代表すること、相手方の代理人となること、相手方の義務を承諾する

ことを認めるものではありません。

d. 会員は、HPからの書面での事前の同意なしに、本契約上の権利及び義務を譲渡することはで

きません。HPは、書面での通知により、別のHP法人に本契約上の権利及び義務を譲渡するこ

とが出来ます。

e. 会員は別途機密保持契約が締結されない限り、HPがいかなる機密保持義務をも負わないこと

に同意します。会員は、本契約の締結以降、会員から提供されるプロファイル、製品、サービ

ス、ディストリビュータ、パートナー、及び顧客等に関する情報等（以下あわせて「提供情報」

という）をHPがDSPPのマーケティング促進及び本契約にて合意された目的のために利用する

ことに同意します。 会員は、会員から提供された提供情報をHPが、HPまたはHPが支援する

ウェブサイトで利用することに同意します。HPはどの国においても、会員の窓口担当者の名前、

電話番号、メールアドレスなどの連絡先情報を利用することが出来ます。会員はHPに提供した

情報の正確性の維持に努めると共に、要求があった場合は情報を更新、追補します。会員が連

絡先情報（顧客情報を含む）をHPに提供する場合、当該連絡先情報が、管轄地の法律に従い収

集され、取り扱われていること、及びデータの取扱いについて許認可が必要な場合には、当該

許認可を得ていることを保証します。会員が会員の顧客、ディストリビュータ、パートナーに



ついての情報を提出する場合、提出された情報に含まれる会員、会員の顧客、ディストリビュ

ータ及びパートナーのトレードネーム及び商標について利用許諾が得られていることを保証し

ます。会員の提供情報に含まれるトレードネーム及び商標の利用を原因としてHPが損害賠償の

請求を受けた場合、会員は当該損害を補償することを合意します。

f. この契約期間中、会員はHPが合理的に社外秘と判断したHPの製品計画や戦略についての情報

（以下「秘密情報」という）の開示を受けることがあります。HPの秘密情報は開示時点で、秘

密である旨明記されます。秘密情報は会員が本契約の会員義務を遂行する目的で利用されるも

のとし、また本契約遂行の目的のために当該情報を知る必要があり、本契約と同等の機密保持

義務を負った会員社員または再委託先にのみ開示されるものとします。会員は、自身の同等の

秘密情報を保護する為に払う注意と同等の注意をもって、HPの秘密情報を取り扱うものとしま

す。本項の秘密保持義務は、当該情報の開示日より3年間存続します。

本項の秘密保持義務は、次の各号の一に該当する情報には適用されません

1. HPから受領する以前に会員の所有であった情報;

2. 会員の過失なく、公知であるあるいは公知となった情報;

3. 守秘義務なしに第三者から会員が正当に受け取った情報;

4. HPが守秘義務を負わせることなく第三者に開示した情報;

5. 会員によって独自に開発された情報;

6. 法の執行により開示された情報、あるいは

7. HPの事前の書面による承認により会員が開示した情報

g. 本契約は各当事者に、相手方により開発された製品の使用あるいは売買を義務付けるものでは

なく、他の団体と類似の契約書を交わしたり、他の団体のために類似や競合する製品の提供や

開発を行なうことにに関して当事者を制限するのもでもありません。

h. 当事者は、相手方への連絡を電子的手段によりすることが出来ます (例、相手方への書面での

通知あるいは同意の連絡)。電子的手段による連絡は管轄地の法律に許容される範囲で、署名入

りの書類として扱われるものとします。

i. 本契約の一環として、会員は製品に関する定期的な情報、プログラム、その他HP提供物を受け

取ることに合意します。

j. 会員はHP、HP製品、HPサービス、または本契約に関して広告、発表を行なう場合は事前にHP

の書面による合意を得るものとします。会員は、HPによって現在公開されている以外の、HP、

HP製品、HPサービスに関する宣伝、情報提供を行いません。

k. 会員は輸出規則を含め、全ての適用される法律・規則を遵守します。

l. 第8.f項は本契約の終了後も存続します。

m. この約款は、日本国の法律に従って解釈されるものとします。

HP契約書番号: ______________________

契約発効日:_______________________

記名捺印日: _______________________

DSPP会員:____________________________ HP :_________________________________

代表者: _______________________________ 代表者: ______________________________

役職 : _______________________________ 役職 : ______________________________

所在地 :______________________________ 所在地 :_______________________________


